
№8 
2021.11 発行 

加 賀 市 農 業 委 員 会 

〒922-8622 
加賀市大聖寺南町ニ 41 
加賀市市役所別館 4 階

T EL 076 1( 72) 7 915 
F AX 076 1( 72) 7 991 

 

 

 

 
 

記事 

 農地の利用状況調査 令和 3 年度 農地パトロール を実施します 

 標準小作料制度廃止に伴う賃借料情報 

 令和 4 年から農業者年金がさらに便利になります 
 

 

表紙 

農地パトロールの様子（左から、田端農業委員、大家職務代理、前川農地利用最適化推進

委員、加納農業委員） 

地図をもとに、加賀市内の農地の状況を確認します。 
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特
集 

 
農
地
の
利
用
状
況
調
査 

令
和
３
年
度 

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル 

を
実
施
し
ま
す 

 

農
業
委
員
会
に
は
次
の
４
つ
の
業
務
が
あ
り

ま
す
。 

① 

農
地
の
確
保
と
有
効
利
用 


 

農
地
法
等
の
許
可 


 

基
盤
法
・
集
積
計
画
決
定 


 

農
地
の
利
用
状
況
調
査 


 

遊
休
農
地
対
策
な
ど 

② 

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化 


 

担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化 


 

遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
、
新
規
参

入
の
促
進
な
ど 


 

農
地
所
有
者
の
意
識
調
査
や
、「
人
・
農

地
プ
ラ
ン
」
等
へ
の
地
域
の
話
し
合
い

に
参
加 

③ 

農
業
の
担
い
手
の
育
成
・
確
保 


 

農
業
経
営
の
合
理
化
の
推
進 


 

調
査
・
情
報
提
供
活
動
な
ど 

④ 

農
業
者
の
代
表
と
し
て
地
域
の
課
題
解
決

へ
の
取
り
組
み 


 

農
業
者
の
声
を
く
み
上
げ
関
係
行
政
機

関
等
へ
要
望
の
提
出 

                     

今
回
取
り
上
げ
る
「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
」
は
こ

の
「
①
農
地
の
確
保
と
有
効
利
用
」
の
中
の
「
農

地
の
利
用
状
況
調
査
」
に
あ
た
り
ま
す
。
農
地

パ
ト
ロ
ー
ル
は
、「
地
域
の
農
地
利
用
の
確
認
」
、

「
遊
休
農
地
の
実
態
把
握
と
発
生
防
止
・
解
消
」
、

「
農
地
の
違
反
転
用
発
生
防
止
・
早
期
発
見
」

を
目
的
に
、
年
1
回
、
農
業
委
員
ら
27
人
が
市

内
を
区
域
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た
担
当
者
が

歩
き
回
り
、
目
視
で
確
認
し
た
事
を
、
紙
の
地

図
に
書
き
込
み
、
事
務
局
に
提
出
し
て
い
ま
す
。 

 

「
遊
休
農
地
」
と
は
、
農
地
法
で
定
め
ら
れ
た

用
語
で
、「
か
つ
て
農
地
だ
っ
た
が
現
在
農
地
と

し
て
利
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
も
農
地
と
し

て
利
用
さ
れ
る
可
能
性
も
低
い
土
地
」
と
、「
農

地
で
は
あ
る
け
れ
ど
周
辺
の
農
地
と
比
較
し
た

時
に
利
用
の
程
度
が
著
し
く
低
い
土
地
」
の
両

方
を
指
し
ま
す
。 

こ
の
ほ
か
、
「
耕
作
者
が
不
在
又
は
不
在
と
な

る
お
そ
れ
が
あ
る
農
地
」
で
は
な
い
か
、「
再
生

利
用
が
困
難
な
農
地
」
で
は
な
い
か
と
い
っ
た

視
点
で
も
調
査
を
行
い
ま
す
。 

 

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
実
施
に
あ
た
り
、
令
和
３
年

度
か
ら
の
遊
休
農
地
に
関
す
る
措
置
が
幾
つ
か

変
更
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
9
月
の
定
例
総
会

で
石
川
県
農
業
会
議
の
得
田
次
長
を
講
師
に
招

き
、
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

各
委
員
は
、
次
長
や
農
業
委
員
会
事
務
局
か
ら

パ
ト
ロ
ー
ル
の
体
制
や
手
法
の
指
導
を
受
け
ま

し
た
。
（
体
制
に
つ
い
て
は
次
頁
参
照
） 

  

今年の農地パトロールの様子 
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今
回
、
現
地
で
の
状
況
を
取
材
す
る
た
め
に

10
月
4
日
に
南
郷
エ
リ
ア
を
山
崎
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
案
内
の
も
と
、
中
村
会
長
、

田
端
委
員
、
そ
し
て
翌
週
の
12
日
に
東
谷
口
及

び
東
谷
エ
リ
ア
を
前
川
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
案
内
の
も
と
、
大
家
職
務
代
理
、
田
端
委

員
、
加
納
委
員
と
、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
に
同
行

し
ま
し
た
。 

 

印
象
と
し
て
は
、
や
は
り
と
言
う
べ
き
か
、
南

郷
エ
リ
ア
の
平
坦
部
に
比
べ
、
東
谷
エ
リ
ア
の

山
間
地
で
は
、
農
地
に
戻
す
に
は
か
な
り
の
労

力
が
か
か
り
そ
う
な
、
農
地
が
散
見
さ
れ
ま
し

た
。 

例
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
遊
休
農
地
で
は
、
雑
草

や
灌
木
が
繁
茂
し
、
地
図
で
は
、
地
境
す
ら
も

は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。 

  

 

 

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
の
今
後 

 

現
在
、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
す
る
為
に
多
く
の
労

力
を
か
け
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。 

今
後
、
衛
星
写
真
と
Ａ
Ｉ
を
駆
使
し
、
耕
作
放

棄
地
を
判
定
・
検
出
す
る
仕
組
み
や
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ

や
電
子
地
図
を
使
っ
て
の
該
当
農
地
の
確
定
な

ど
省
力
化
が
進
む
と
思
わ
れ
ま
す
。 

ま
た
、
遊
休
農
地
の
検
出
だ
け
で
な
く
、
農
地

の
植
生
や
土
壌
の
指
標
、
気
象
の
指
標
に
基
づ

い
た
区
画
ご
と
の
最
適
な
営
農
情
報
の
提
供
が

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
行
え
、
収
量
増
加
や

品
質
向
上
等
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。 

 利
用
意
向
調
査 

 

現
地
調
査
の
結
果
、「
遊
休
農
地
」
ま
た
は
「
遊

休
化
の
恐
れ
が
あ
る
農
地
」
の
所
有
者
に
「
利

用
意
向
調
査
」
を
行
う
予
定
で
す
。 

パ
ト
ロ
ー
ル
に
際
し
て
は
、
農
地
に
立
ち
入
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
回
答
が
得
ら
れ
な
い
土
地
所
有
者
等
に

対
し
て
は
、
農
業
委
員
や
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
が
訪
間
し
て
聞
き
取
り
を
行
い
ま
す
の

で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

農地パトロール・地区と担当者 

担当区域 氏名 地区 氏名 地区 氏名

1 南郷 山崎　強 三谷 中村　義隆 大聖寺 田端　かず子

2 作見 紺谷　裕次 作見 荒谷　裕一

3 庄 平田　正久 庄 西栄　慧一

4 山中温泉、河南、別所、西谷 水上　達也 山中 幸前　敏夫

5 分校、動橋 北村　時浩 動橋 平野　徹

6 大聖寺 東　英治 大聖寺 中野　昭廣 大聖寺 加納　文子

7 橋立 能登　実 橋立 新保　嘉康

8 三谷、三木、塩屋 永田 素生 三谷 中村　義隆 三木 池端　幸雄

9 山代、勅使 北七　隆志

10 東谷口、東谷 前川 政宏

11 片山津 山﨑　誠 片山津 中出　基久夫

12 金明 川江　嘉康 野田 中池　徹生

13 湖北 伊藤　肇 柴山 嶋崎　浩明

東谷口 大家　法師

農業委員
№

農地利用最適化推進委員
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令
和
３
年 

賃
借
料
情
報 

  
標
準
小
作
料
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
農
業

委
員
会
が
賃
借
料
情
報
の
提
供
を
毎
年
行
っ
て

い
ま
す
。 

令
和
３
年
に
つ
い
て
も
、
管
内
の
賃
貸
借
契
約

の
料
金
を
参
考
に
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。 

コ
シ
ヒ
カ
リ
の
米
価
は
、
近
年
の
傾
向
と
し
て
、

平
成
29
年
度
を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
に
あ
り
、

令
和
３
年
度
は
、
一
万
六
百
円
と
昨
年
よ
り
二

千
三
百
円
の
減
額
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
賃
借

料
は
平
坦
地
・
中
山
間
地
と
も
昨
年
度
よ
り
千

円
の
減
額
と
な
り
ま
し
た
。 

             

令
和
4
年
か
ら
農
業
者
年
金
が 

さ
ら
に
便
利
に
な
り
ま
す 

 

ポ
イ
ン
ト
１
（
令
和
4
年
1
月
か
ら
） 

若
い
農
業
者
が
加
入
し
や
す
い
よ
う
保
険
料

が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
（
35
歳
未
満
の
方
は
、

月
額 

1
万
円
か
ら
加
入
で
き
ま
す
） 

 ポ
イ
ン
ト
２
（
令
和
4
年
4
月
か
ら
） 

農
業
者
年
金
の
受
給
開
始
時
期
を
、
ご
自
身

で
選
択
で
き
ま
す
） 

農
業
者
老
齢
年
金
：
65
歳
以
上
75
歳
未
満 

特
例
付
加
年
金
：
65
歳
以
上
（
年
齢
上
限

な
し
） 

 ポ
イ
ン
ト
３
（
令
和
4
年
5
月
か
ら
） 

農
業
者
年
金
の
加
入
可
能
年
齢
が
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
（
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
も

加
入
で
き
ま
す
） 

 

従
来
の
税
制
上
の
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。 

詳
し
く
は 

農
業
者
年
金
基
金 

ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

h
ttp

s
:/

/
w

w
w

.n
o
u

n
e
n
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o
.jp

 

 

 

編
集
後
記 

 

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
の
対
象
と
な
る
「
遊
休
農
地
」

の
ほ
か
、
以
前
は
農
地
だ
っ
た
も
の
の
現
在
は

耕
作
が
行
わ
れ
て
い
な
い
土
地
の
こ
と
を
、「
耕

作
放
棄
地
」
、
「
荒
廃
農
地
」
な
ど
と
呼
び
ま
す

が
、
そ
れ
ぞ
れ
言
葉
の
定
義
は
異
な
り
ま
す
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
少
し
で
も
無
く
な
る
よ
う
、

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
（
了
） 

荒廃農地 耕作放棄地 遊休農地 

農
林
水
産
省
の
統
計
区
分
の
用
語
で
、

土
地
の
荒
廃
が
進
ん
で
客
観
的
に
も
耕

作
が
不
可
能
な
土
地 

農
林
水
産
省
が
5
年
に
１
度
、
実
施
す

る
統
計
調
査
（
農
林
業
セ
ン
サ
ス
）
で

定
義
さ
れ
て
い
る
用
語
。 

所
有
さ
れ
て
い
る
農
地
の
う
ち
、
過
去

１
年
以
上
作
付
け
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ

の
数
年
の
間
に
再
び
耕
作
者
が
作
付
け

す
る
考
え
の
な
い
も
の
。 

農
地
法
で
定
義
さ
れ
て
い
る
用
語
。 

区 分 平均 最高 最低

平 坦 地 9,500 20,000 5,000

中山間地 8,000 14,000 4,000

賃借料情報（令和3年）

賃借料価格（円/10a）

平坦・中山間地区とも圃場整備完了地区
農 地


